
126　Ⅴ　課税標準等

１　　個　  人　  都 　 民 　 税（令和４年度） （続）

　　　　　　　　　　　　　　　(3) 均　等　割　及　び　所　得　割　

ア　納　税　義　務　者　数 イ　調　定　額

人 人 人 人

  7 885 017    331 108    48 765   7 505 144

  7 860 429    329 535    44 685   7 486 209

  2 129 697    205 593     4   1 924 100

  5 686 053    123 942     2   5 562 109

   44 679 -                         44 679 -                      

   24 588    1 573    4 080    18 935

  7 870 730    329 340    48 665   7 492 725

区 部   5 570 352    226 408    35 614   5 308 330

多 摩   2 300 378    102 932    13 051   2 184 395

  7 846 193    327 770    44 605   7 473 818

普 通 徴 収   2 125 514    204 713     1   1 920 800

特 別 徴 収   5 676 076    123 057     1   5 553 018

分 離 課 税 分    44 603 -                         44 603 -                      

   24 537    1 570    4 060    18 907

   14 287    1 768     100    12 419

   14 236    1 765     80    12 391

普 通 徴 収    4 183     880     3    3 300

特 別 徴 収    9 977     885     1    9 091

分 離 課 税 分     76 -                          76 -                      

    51     3     20     28

（備考）納税義務者数は、Ⅴ章１(3）イ及びウの調定額（都決算額）に対するものである。

支 庁

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

都 税 事 務 所

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

特 別 徴 収

分 離 課 税 分

過 年 度 相 当 分

総 数

現 年 度 相 当 分

普 通 徴 収

区                分 総　　　　    　数 均 等 割 の み の 者 所 得 割 の み の 者 均等割･所得割合算の者
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イ　調　定　額

均     等     割 所     得     割 調　　　     定     　　　額

税　　　    　額 税　    　　　額 件          数 税          額

円 円 件 円

 11 661 617 435  950 385 729 603   27 277 964  962 047 347 038

 11 625 206 647  943 961 450 937   27 164 664  955 586 657 584

 3 179 713 363  279 017 504 416   8 739 336  282 197 217 779

 8 445 493 284  654 531 059 312   18 390 950  662 976 552 596

-                       10 412 887 209    34 378  10 412 887 209

  36 410 788  6 424 278 666    113 300  6 460 689 454

 11 641 561 112  949 374 269 880   27 250 046  961 015 830 992

区 部  8 296 097 117  736 395 515 554   19 179 845  744 691 612 671

多 摩  3 345 463 995  212 978 754 326   8 070 201  216 324 218 321

 11 605 174 256  942 952 219 459   27 136 834  954 557 393 715

普 通 徴 収  3 173 708 341  278 769 525 919   8 723 060  281 943 234 260

特 別 徴 収  8 431 465 915  653 778 186 308   18 379 457  662 209 652 223

分 離 課 税 分 -                       10 404 507 232    34 317  10 404 507 232

  36 386 856  6 422 050 421    113 212  6 458 437 277

  20 056 323  1 011 459 723    27 918  1 031 516 046

  20 032 391  1 009 231 478    27 830  1 029 263 869

普 通 徴 収   6 005 022   247 978 497    16 276   253 983 519

特 別 徴 収   14 027 369   752 873 004    11 493   766 900 373

分 離 課 税 分 -                        8 379 977     61   8 379 977

   23 932   2 228 245     88   2 252 177

支 庁

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

都 税 事 務 所

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

特 別 徴 収

分 離 課 税 分

過 年 度 相 当 分

総 数

現 年 度 相 当 分

普 通 徴 収

区                分


